
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                         

四
六
二 

　公

　告 

○
福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
意
見
が
あ
っ 

　た
件                                                                     

四
六
二 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件                                             

四
六
三 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
四
十
七
号 

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

　別
表
第
二
の
一
の
表
福
島
県
営
□
莱
団
地
の
項
中
「
十
九
号
棟
か
ら
」
の
下
に
「
二
十
四
号
棟
ま
で
、

二
十
五
号
棟
の
二
号
室
か
ら
四
号
室
ま
で
、
二
十
六
号
棟
の
二
号
室
及
び
四
号
室
、
二
十
七
号
棟
か
ら

三
十
一
号
棟
ま
で
、
三
十
二
号
棟
の
五
号
室
か
ら
七
号
室
ま
で
及
び
十
一
号
室
、
三
十
三
号
棟
の
七
号

室
か
ら
十
一
号
室
ま
で
、
三
十
四
号
棟
か
ら
」
を
、
「
四
十
号
室
ま
で
」
の
下
に
「
、
二
十
五
号
棟
の

一
号
室
、
二
十
六
号
棟
の
一
号
室
及
び
三
号
室
、
三
十
二
号
棟
の
八
号
室
か
ら
十
号
室
ま
で
及
び
十
二

号
室
、
三
十
三
号
棟
の
五
号
室
、
六
号
室
及
び
十
二
号
室
」
を
加
え
、
福
島
県
営
松
風
の
里
団
地
の
項

中
「
、
十
二
号
室
及
び
十
五
号
室
、
三
号
棟
」
を
「
及
び
十
二
号
室
、
三
号
棟
の
一
号
室
、
五
号
室
、

八
号
室
、
十
六
号
室
及
び
二
十
号
室
」
に
、
「
、
十
三
号
室
、
十
四
号
室
及
び
十
六
号
室
か
ら
二
十
四

号
室
ま
で
」
を
「
及
び
十
三
号
室
か
ら
二
十
四
号
室
ま
で
、
三
号
棟
の
二
号
室
か
ら
四
号
室
ま
で
、
六

号
室
、
七
号
室
、
九
号
室
か
ら
十
五
号
室
ま
で
、
十
七
号
室
か
ら
十
九
号
室
ま
で
及
び
二
十
一
号
室
か

ら
二
十
四
号
室
ま
で
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
建
築
住
宅
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
百
八
十
四
号 

　福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
二
十
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工

労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・

商
工
労
政
課
、
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
雇
用
政
策
課
、
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商
工
課
、
須
賀
川

市
経
済
環
境
部
商
工
課
、
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
、
田
村
市
産
業
部
商
工
課
、
本
宮
市
産
業
部
商
工

観
光
課
、
大
玉
村
産
業
建
設
部
産
業
課
、
天
栄
村
産
業
課
、
猪
苗
代
町
商
工
観
光
課
、
平
田
村
企
画
商

工
課
、
三
春
町
産
業
課
、
小
野
町
産
業
振
興
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
特
定
小
売
商
業
施
設
の
名
称
及
び
新
設
に
係
る
土
地
の
所
在
地 

（
仮
称
）
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
フ
ェ
ス
タ

　郡
山
市
日
和
田
町
字
小
原
一
番
地
ほ
か
三
百
九
十

七
筆
（
郡
山
市
日
和
田
町
五
庵
地
区
計
画
区
域
内
） 

二

　条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
な
し
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 
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公 告 第 １ ８ ５ 号  
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続
の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福
島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ５ 年 ９ 月 26 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   随 意 契 約 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
ゲ ル マ ニ ウ ム 半 導 体 検 出 装 置   ２ 式  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  
令 和 ５ 年 ７ 月 14 日  

４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  
ミ リ オ ン テ ク ノ ロ ジ ー ズ ・ キ ャ ン ベ ラ 株 式 会 社   東 京 都 台 東 区 浅 草 橋 四 丁 目 19 番 ８

号 浅 草 橋 ビ ル  
５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  

5 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

随 意 契 約  
７   随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由  

特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当  
（ 入 札 用 度 課 ）  
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